
 墨田区公印規則の一部を改正する規則を公布する。 

  令和８年３月３１日 

 

                    墨田区長  山  本    亨    

 

墨田区規則第２６号 

 



   墨田区公印規則の一部を改正する規則 

 墨田区公印規則（昭和３９年墨田区規則第２５号）の一部を次のように改正する。 

 第５条第１項中「及び担当課長」を削り、「に規定する担当課長」の次に「、同条

第３項に規定する担当課長及び副参事」を加える。 

 別表第１ ４専用墨田区長印の部１０の２の項及び６専用墨田区長代理印の部２６

の２の項中「発行する」の次に「児童手当、」を加える。 

   付 則 

 この規則は、令和８年４月１日から施行する。 

 


